
令和 6.1改定

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

各部屋の利用定員は「運動および発声、吹奏を目的とした活動」と「それ以外の文化系の活動」に分けて、
下記のとおり設定しています。ご確認のうえお申込みください｡ 

 

 
登録可能な団体は､プラザ利用登録をされている方で構成された団体とします（運動系１０名

以上、文化系５名以上）。なお、所属できる団体を３つまでとさせていただきます。 

団体登録について 

 

 

生活相談室：6 名程度の団体 和室：6 名程度の団体 クラブ室：15 名程度の団体 

午前９：００～１２：００   午後１：００～４：００ 
【休館日：日曜日・祝日(敬老の日を除く)・年末年始】 

～貸室ルール～ 

 水分補給以外の飲食は禁止しております。(栄養指導室は除く) 

 ごみは各自お持ち帰りください。 

 活動後は原状復帰し､使用箇所の消毒、床面の部屋はモップがけをお願いします。 

また針など、けがの原因となる落し物が増えていますので、ご注意ください。 

 終了時間までに受付で活動報告をお願いします。 

３階 

２階 

ご利用いただける日時等 

機能回復訓練室ＡＢ 

運動および発声、吹奏を目的とした活動 ４８人 

それ以外の文化系の活動 ５４人 

機能回復訓練室（A、B のいずれか１室） 

運動および発声、吹奏を目的とした活動 ２４人 

それ以外の文化系の活動 ２7 人 

集会室 

運動および発声、吹奏を目的とした活動 １７人 

それ以外の文化系の活動 ２４人 

栄養指導室 

調理を目的とした活動 １９人 
※土曜日の貸室不可 

工作室 

運動および発声、吹奏を目的とした活動 ６人 

それ以外の文化系の活動 １２人 

広間 

運動および発声、吹奏を目的とした活動 １６人 

それ以外の文化系の活動 ２８人 

生活相談室 

運動および発声、吹奏を目的とした活動 ６人 

それ以外の文化系の活動 ８人 

クラブ室 A 

運動および発声、吹奏を目的とした活動 １１人 

それ以外の文化系の活動 １６人 

和室 

運動および発声、吹奏を目的とした活動 ４人 

それ以外の文化系の活動 ８人 

２階 


